
＋

窓口で支払う
医療費
〔約１割〕

広域連合が各医療機関に支払う医療費
〔約９割〕

後期高齢者医療制度の財政の仕組み

自
己
負
担

公費（税）５０％

後期高齢
被保険者の
保険料１０％

後期高齢者支援金（若年者の保険料）４０％


